
訪問系サービスの報酬改定について 



１．訪問系サービス共通事項 

• 福祉・介護職員処遇改善加算の見直し 

 ○  福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については 

   、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位 

   数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分 

   の取得率や報酬体系の簡素化を踏まえ、廃止する予定 

   （廃止日未定）。その際、一定の経過措置期間を設ける。 

 

    処遇改善加算（Ⅳ）または（Ⅴ）を取得している事業者に 

   おかれましては、より上位の区分の積極的な加算取得 

   をお願いいたします。 



２．訪問系サービス個別事項 

①居宅介護 
 （１） 同一建物等の利用者等に提供した場合の減算 【新設】 

   Ⅰ 居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に 所在する建 

    物に居住する者 

   Ⅱ 上記以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住す   

             る利用者が１月あたり２０人以上の場合） 

   Ⅲ 居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建 

    物に居住する者（当該建物に居住する利用者が１月あたり５０人以上 

    の場合） 

 

  上記の者に居宅介護を行う場合は、所定単位数から、Ⅰ又はⅡの場合   

  は１０％減算、Ⅲの場合は１５％減算する。 



①居宅介護 

 （２） 初任者研修修了者がサービス提供責任者として配置されている場合   

   の減算 【新設】 

   居宅介護職員初任者研修課程修了者（介護職員初任者研修課程修了者や旧ヘルパー２ 

   級を含む）をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づい 

   て居宅介護を行う場合は、所定単位数の１０％を減算する。 

 
 （３） 福祉専門職員等連携加算の要件の見直し 

 精神障害者に対して、より高度で専門的な支援を行うために、公認心理師と連携し 
た場合を新たに福祉専門職員等連携加算における有資格者として評価する。 

 福祉専門職員等連携加算 ５６４単位／回  
 
  初回のサービスが行われた日から起算して９０日の間、３回を限度として算定。 

※単位等の変更はありません。 



身体介護 Ｈ２９ Ｈ３０ 

30分未満 ２４５ ２４８ 

30分以上1時間未満 ３８８ ３９２ 

1時間以上1時間30分未満 ５６４ ５７０ 

1時間30分以上2時間未満 ６４４ ６５１ 

2時間以上2時間30分未満 ７２４ ７３２ 

2時間30分以上3時間未満 ８０４ ８１３ 

家事援助 Ｈ２９ Ｈ３０ 

30分未満 １０１ １０２ 

30分以上45分未満 １４６ １４８ 

45分以上1時間未満 １８９ １９１ 

1時間以上1時間15分未満 ２２９ ２３１ 

1時間15分以上1時間30分未満 ２６４ ２６７ 

通院等介助 
（身体介護あり） 

Ｈ２９ Ｈ３０ 

30分未満 ２４５ ２４８ 

30分以上1時間未満 ３８８ ３９２ 

1時間以上1時間30分未満 ５６４ ５７０ 

通院等介助 
（身体介護なし） 

Ｈ２９ Ｈ３０ 

30分未満 １０１ １０２ 

30分以上1時間未満 １８９ １９１ 

1時間以上1時間30分未満 ２６４ ２６７ 

通院等乗降介助 Ｈ２９ Ｈ３０ 

１回 ９７ ９８ 

基本報酬（居宅介護） 



②重度訪問介護 

 （１） 病院等に入院中の支援の評価 
  障害支援区分６の利用者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療
院及び助産所（以下「病院等」という。）への入院中にコミュニケーション支援等を提
供することを評価する。 

≪入院中の支援の基本報酬≫ 【新設】 
  入院中以外の基本報酬と同様とする。 

入院中以外 入院中 

１時間未満 １８４ １８４ 

１時間以上１時間３０分未満 ２７４ ２７４ 

※ 他の時間の単位も同様 

≪入院中の支援の加算・減算≫ 【新設】 
  以下を除き、入院中以外と同様とする。 
   ① 喀痰吸引等支援体制加算の算定は不可 
   ② ９０日以降の利用は所定単位数の２０％減算とする。 

※ 他の時間の単位も同様 

（単位） 



②重度訪問介護 

 （２） 意思疎通が困難な利用者等への同行支援の評価 
  障害支援区分６の利用者に対して、重度訪問介護事業所が新規に採用した従業
者により支援が行われる場合において、熟練した従業者が同行して支援を行うことを
評価する。 

 
【現行】 
 ○ 障害者等の身体的理由により１人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時  
  に２人のヘルパーが１人の利用者に対して重度訪問介護を行った場合に、それぞれのヘルパーが行う 
  重度訪問介護につき所定単位数を算定する。 
 
【見直し後】 
 ○ 障害者等の身体的理由により１人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時  
  に２人のヘルパーが１人の利用者に対して重度訪問介護を行った場合に、それぞれのヘルパーが行う 
  重度訪問介護につき所定単位数を算定する。 
 ○ 障害支援区分６の利用者に対し、重度訪問介護事業所が新規に採用したヘルパーにより支援が行 
  われる場合において、当該利用者の支援に熟練したヘルパーが同行して支援を行った場合に、それぞ 
  れのヘルパーが行う重度訪問介護につき、所定単位数の１００分の８５を算定する（算定開始から１２０ 
  時間に限る。）。 

 



②重度訪問介護 

 （３） 外出時における支援の見直し 
  障害福祉サービスは、個々の障害者等のニーズ等を勘案して支給決定を行うもの
であり、１日を超える用務における支援の要否も含めて、市町村が支給決定を行うこ
とから、外出時の支援を「原則として１日の範囲内で用務を終えるものに限る」とする
規定を廃止する（同行援護及び行動援護についても同様）。 



基本報酬（重度訪問介護） 
Ｈ２９ Ｈ３０ 

1時間未満 １８３ １８４ 

1時間以上1時間30分未満 ２７３ ２７４ 

1時間30分以上2時間未満 ３６４ ３６５ 

2時間以上2時間30分未満 ４５５ ４５６ 

2時間30分以上3時間未満 ５４６ ５４８ 

3時間以上3時間30分未満 ６３６ ６３８ 

3時間30分以上4時間未満 ７２８ ７３０ 

4時間以上8時間未満 
８１３単位に所要時間4ｈから計算して、所要時間
0.5ｈ増すごとに８５単位を加算した単位数 

８１５単位に所要時間4ｈから計算して、所要時
間0.5ｈ増すごとに８５単位を加算した単位数 

8時間以上12時間未満 
１，４９３単位に所要時間8ｈから計算して、所要
時間0.5ｈ増すごとに８５単位を加算した単位数 

１，４９５単位に所要時間8ｈから計算して、所要
時間0.5ｈ増すごとに８５単位を加算した単位数 

12時間以上16時間未満 
２，１６８単位に所要時間12ｈから計算して、所要
時間0.5ｈ増すごとに８０単位を加算した単位数 

２，１７０単位に所要時間12ｈから計算して、所要
時間0.5ｈ増すごとに８０単位を加算した単位数 

16時間以上20時間未満 
２，８１４単位に所要時間16ｈから計算して、所要
時間0.5ｈ増すごとに８６単位を加算した単位数 

２，８１６単位に所要時間16ｈから計算して、所要
時間0.5ｈ増すごとに８６単位を加算した単位数 

20時間以上24時間未満 
３，４９６単位に所要時間20ｈから計算して、所要
時間0.5ｈ増すごとに８０単位を加算した単位数 

３，４９８単位に所要時間20ｈから計算して、所要
時間0.5ｈ増すごとに８０単位を加算した単位数 



③同行援護 

 （１） 基本報酬の見直し 
   同行援護は、外出する際に必要な援助を行うことを基本とすることか
ら、「身体介護を伴う」と「身体介護を伴わない」の分類を廃止し、基本報
酬を一本化する。なお、対象者の要件は、現行の「身体介護を伴わな
い」の対象者の要件とする。 
  ただし、現に利用している者に支援を行った場合は、支給決定の有効
期間に限り、改定前の報酬を算定することができる。 



③同行援護 

 （２） 盲ろう者等への支援の評価 

 盲ろう者や重度の障害者への支援を評価する加算を創設する。 

≪盲ろう者向け通訳・介助員が盲ろう者を支援した場合の加算≫ 【新設】 
   盲ろう者向け通訳・介助員（地域生活支援事業における盲ろう者向け通訳・介助 
 員派遣事業において、盲ろう者の支援に従事する者）が、盲ろう者（同行援護の対 
 象要件を満たし、かつ、聴覚障害６級に該当する者）を支援した場合は、１００分の  
 ２５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

≪障害支援区分４以上の者を支援した場合の加算≫ 【新設】 
  障害支援区分４以上の者を支援した場合は、１００分の４０に相当する単位数を 
 所定単位数に加算する。 

≪障害支援区分３の者を支援した場合の加算≫ 【新設】 
  障害支援区分３の者を支援した場合は、１００分の２０に相当する単位数を所定 
 単位数に加算する。 



③同行援護 

 （３） 同行援護ヘルパー及びサービス提供責任者要件の見直し等 

・ 同行援護のヘルパー及びサービス提供責任者の要件のうち、同行援護従業者養
成研修を修了したものとみなす経過措置について、研修修了者の養成状況等を踏ま
え廃止する。 

・ 盲ろう者が同行援護を利用しやすくなるよう、平成３３（２０２１）年３月３１日までの 
暫定的な措置として、盲ろう者向け通訳・介助員は、同行援護従業者養成研修を修
了した者とみなす。なお、本取扱いによるヘルパーが行う同行援護は、所定単位数
を減算する。 

≪同行援護ヘルパーの要件の見直し≫ 
【現行】 
 ○ 同行援護従業者養成研修一般課程を修了した者（居宅介護職員初任者研修課程  
  修了者等については、平成３０年３月３１日までの間は、同研修を修了したものとみな   
  す。） 
【見直し後】 
 ○ 同行援護従業者養成研修一般課程を修了した者（盲ろう者向け通訳・介助員につい 
  ては、平成３３（２０２１）年３月３１日までの間は、同研修を修了したものとみなす。） 
 



③同行援護 

 （３） 同行援護ヘルパー及びサービス提供責任者要件の見直し等 

≪見直し後の、盲ろう者向け通訳・介助員が同行援護を提供した場合の減算≫ 
【新設】 
  前項見直し後の括弧書きの取扱いにより、同行援護従業者養成研修修了者とみなさ 
 れた盲ろう者向け通訳・介助員が同行援護を提供した場合は、所定単位数の１０％を減 
 算する。 

≪同行援護のサービス提供責任者の要件の見直し≫ 
【現行】 
 ○ 以下の（１）又は（２）の要件を満たすものであって（３）の要件を満たすもの 
  （１） 居宅介護職員初任者研修を修了した者であって３年以上介護等の業務に従事し  
    た者等 
  （２） 平成２３年９月３０日において現に地域生活支援事業における移動支援事業に３ 
    年以上従事したもの（平成３０年３月３１日までの暫定的な取扱い。）。 
  （３） 同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者（居宅介護職員初任者研修課 
    程修了者等については、平成３０年３月３１日までの間においては、当該研修課程 
    を修了したものとみなす。） 
  → 平成３０年３月３１日までの経過措置を廃止 



③同行援護 

 （３） 同行援護ヘルパー及びサービス提供責任者要件の見直し等 

≪同行援護のサービス提供責任者の要件の見直し≫ 
【見直し後】 
 ○ 以下の（１）及び（２）の要件を満たすもの 
  （１） 居宅介護職員初任者研修を修了した者であって３年以上介護等の業務に従事 
    した者等 
  （２） 同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者 



基本報酬（同行援護） 

身体介護あり Ｈ２９ Ｈ３０ 

30分未満 ２５６ １８４ 

30分以上1時間未満 ４０５ ２９１ 

1時間以上1時間30分未満 ５８９ ４２０ 

1時間30分以上2時間未満 ６７２ ４８４ 

2時間以上2時間30分未満 ７５５ ５４７ 

2時間30分以上3時間未満 ８３９ ６１０ 

3時間以上 
９２２単位に所要時間3ｈから計算して、所要時
間0.5ｈを増すごとに８３単位を加算した単位数 

６７３単位に所要時間3ｈから計算して、所要時
間0.5ｈを増すごとに６３単位を加算した単位数 

身体介護なし Ｈ２９ Ｈ３０ 

30分未満 １０５ ― 

30分以上1時間未満 １９９ ― 

1時間以上1時間30分未満 ２７８ ― 

1時間30分以上 
３４７単位に所要時間1.5ｈから計算して、所要時
間0.5ｈを増すごとに７０単位を加算した単位数 ― 

※報酬は、身体介護ありに一本化されます。 



④行動援護 

 （１） 支援計画シート等が未作成の場合の減算に係る経過措置の廃止 
   ・ 支援計画シート等を未作成の場合の減算について、未作成であっても減算されない 

    経過措置を廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２） 行動援護ヘルパー及びサービス提供責任者の要件の経過措置の  

      延長 

   ・ 行動援護のヘルパー及びサービス提供責任者の要件のうち、行動援護従業者養成研 

    修を修了したものとみなす経過措置について、研修修了者の養成状況等を踏まえ、平成 

    ３３（２０２１）年３月３１日まで延長する。 

 

≪支援計画シート等が未作成の場合の減算の見直し≫ 
【現行】 
 ○ 「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」が作成されていない場合、所定 
  単位数の５％を減算する。ただし、平成３０年３月３１日までの間は支援計画シート等を 
  作成していない場合であっても、所定単位数を算定する。 
【見直し後】 
 ○ 「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」が作成されていない場合、所定 
  単位数の５％を減算する。 
 



基本報酬（行動援護） 
Ｈ２９ Ｈ３０ 

30分未満 ２５３ ２５４ 

30分以上1時間未満 ４０１ ４０２ 

1時間以上1時間30分未満 ５８４ ５８６ 

1時間30分以上2時間未満 ７３１ ７３３ 

2時間以上2時間30分未満 ８７９ ８８２ 

2時間30分以上3時間未満 １，０２７ １，０３０ 

3時間以上3時間30分未満 １，１７５ １，１７９ 

3時間30分以上4時間未満 １，３２３ １，３２７ 

4時間以上4時間30分未満 １，４７２ １，４７７ 

4時間30分以上5時間未満 １，６１９ １，６２４ 

5時間以上5時間30分未満 １，７６７ １，７７３ 

5時間30分以上6時間未満 １，９１５ １，９２１ 

6時間以上6時間30分未満 ２，０６３ ２，０７０ 

6時間30分以上7時間未満 ２，２１１ ２，２１８ 

7時間以上7時間30分未満 ２，３６０ ２，３６８ 

7時間30分以上 ２，５０６ ２，５１４ 


